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都市部に おける大学立地制限の制度化 と大学

　　一 工 業等制限 法 と工 場等制限法に 関する検討

○ 白川優治 （早稲田大学）

1．研究の 目的

　本報告では、2002 年に廃止 されるまで 、都市部

に お い て大学等の 新増設を制限 した 「首都圏 の 既

成市街地における工業等の制限に関する法律 （以

下、工 業等制限法）」 と 「近畿圏 の既成都市区域に

お ける工場等の制限に関する法律 （以下、工 場 等

制限法）」 の 制度化の 過程を検証する。 加えて 、新

増設が制限されてい た 1960 年代以降の大学の動

向を検証する こ とに より、これ らの大学立地規制

の 大学に対する効果と影響を検討するもの ある 。

　1959年に制定 された工 業等制限法は、東京都特

別区及び武蔵野市 ・三鷹市 （1964年以降は横浜

市 ・川崎市 ・川口市を追加），を、1964年に制 定さ

れた 工場等制限法は、大阪市 ・尼崎市 ・京都市 ・

神戸市 ・芦屋市 ・堺市 ・東大阪市 ・守 口 市を薫像

に、それぞれ の 市域の 全部または
一

部におい て大

学等の
一

定規模以上 の 「教室」 の新増設を原則 と

して禁止す るもの で あっ た 。 両制限法は都市部に

お ける人口集中の 抑制を目的とするもの で あ り、

大学は工場ととともに 「人 口集中要因施設 」 とし

て規制対象 とされた。

　 この よ うな制限制度に対 して 、先行研究で は関

東地域の キ ャ ン パ ス 立地 の動向や キ ャ ン パ ス 移転

に対する関心が向けられ て きた （例えば、大坂谷

1979）。 近年、東京都における立地規制の 影響に

つ い て 実証的分析が 進 め られ て い る が （末冨

2007）、首都圏と近畿圏の制限が、高等教育の 大

衆化過程 における大学立地 ・学生数の 動向に対 し

て どの ような影響をもた らしたの か につ い て は十

分明 らか にはされ て い る とは い えない 。そ こ で 本

発表で は、文部省による 「高等教育計画」 の 策定

が行われ る以前に、高等教育の 量的拡大が進んだ

1960 年代を中心に検討を行 う。
こ れ は 、 都市部に

お い て教室 の 新増設が制限されたなかで 、どの よ

うに高等教育の拡大がなされた の かを検証する こ

とに もつ なが る もの で ある。 なお、本研究 は 日本

学術振興会科学研究費基盤 C 「都市 と大学との 連

携 ・評価に関する政策研究」（研 究代表 ：米澤彰純）

による研究成果 の
一部で ある。

2 ．研究の方法

　本研 究では、東京教育研究所発行の 『全国学校

総覧』に記載されて い る、文部省監修に よる各年

5 月 1 日付けの 各大学の学部別在学生数および学

部所在地 の情報を用 い る。新増設規制 の 影響を検

討するにあた っ て 、各学部の 所在地 1青報 に基づ い

て 、首都圏制限区域 ・近畿圏制限区域 ・南関東 4

都県 （東京 ・埼 玉 ・千葉 ・神奈川）非制限地域 ・

京阪神 3府県非制限地域 ・その 他の 地域の 5 区域

に区分 し、それぞれの 区域における学部新増設の

動向 と学生人 口の推移を確認する。南関東 ・京阪

神にお い て非制限地域を設定する理 由は、都市部

周辺 の 動向を検証す る ため で あ る。

3 ．大学立地制限の 制度化と大学

　まず 、 こ の よ うな大学立地制限 の 制度化 の 経緯

と大学の 関係 を確認 しておき た い
。

工業等制限法

は、首都建設法 （1950 年〉、首都圏整備法 （1956

年）の 流れ をくむ都市政策の
一
環 として制定 され

た もの で ある，首都圏整備法に お い て都市部へ の

人 口増大をもた らす旛設の 新増設制限が示 され、

1958 年 に首都圏整備委員会によ り示 され た首都

圏整備計画 にお い て大学も制限の 対 象とされ るこ

とが明示 された こ とを受け、59年に工業等制限法

が制定された。 しか しながら、規制櫞 とされ た

大学側 で は こ の こ とに対 して十分な対応がな され

て い たわけで はなか っ た∩例えば、工業等制限法

制定時の 国会で の 公聴会に出席 した私立大学団体

関係者 は、同法 の 制定の 計画を知 っ た の は 「三週

間 くらい 前」であ り、正式に説明を聞い た の は 「っ

い
一一
週 間前」 としてお り、十分な対応を行 うこ と

が で きない まま に 立法化がなされ た こ とを述べ て

い る （1958年 10月 30 日 参議院建設委員会公聴

会）。その 後、1962年の 法改正によ り制限が強化

され 、 64 年には近畿圏整備計画に基づ き、近畿圏

を対象とする工 場等制限法も制定され て い る。
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4 ．1960年代の学部新増設と学生数の推移

4−1 学部新増設の動向

　それ で は、工業等制限法の成立後 1960 年代以

降、都市部にお い て
一

定規模の教室の 新増設が制

限 された中で 、大学の学部新増設は どの ような地

域にな され て きたの だろ うか。図 1は、設定した

区嬲 llに 1958年か ら 1975年 の 各区域に 立地 し て

い る学部数の 変化を示 した もの で ある。

図 11958 −1975年 学部立地 の 推移 （区嬲 r！：学部数）
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　 注）1974 年 はデータが欠落の ため空欄、四年制 ・昼間部の み 。

　図 1 か ら教室 の 新増設 の 制限 され て い る首都

圏 ・近畿圏の 区域に お い て も学部数が増加 して い

る こ とがわかる。 他方、非制限地域の学部数の 変

化 を み ると南関東 4 都県非制限地域で は 2．3 倍

（1959−75 ）、京 阪神非制限地域 で は 1．6 倍

（1964・75）の増加がみられた。1959−75 年の 間

の
、 そ の 他の 地域 の 増加 率が L2 倍、全体の 増

加率が 1．7 倍 で ある こ とか ら、この 間、学部立地

の郊外化が進ん だとみ る こ とが で きる。こ の こ と

を確認するた め に、各地域が 全体に占める割合 （以

F、学部立地率）の 変化をみ た もの が表 1 で ある。

学部立地率は、首都圏 ・近畿圏の 制限区域で低下

し、南関東 4 都県非制限地域 ・京阪神非制限地域

で伸長 して お り、郊外化 を裏付けて い る。

　　表 11959 −1975年 　 区域別学部立 地率

1119年 19畸 1911年 1914年 黼 年 116丁年1961年1胛1年 1113年 1購
首都圏繊 区域 2臙 21．4銘　115ち 27．1〜 26．1垢 24．1覧 21．臓 23．ハ 22．5笥 21．鴫
近畿圏制限鴎 一 一 一 g隈 91ち 12  田蘯 13ち 脇 79覧

醐東4都鯡制眼綴 8．臨 1．15　 93、 麟 10．4温 1備 113旨 121垢 Iz，1程 12．圃
京醂繍購 一 − 一 10雅 11．1盟 121〜 隰 12．4豎 11．臨 123ち

その他の贓 鯲 61．1ち 照 421馬 431旨 蝋 觚 439』 45．1  46．1お

注＞ 1963年以前は ．制「1雖 Il度制定前の ため近畿圏は 「そσ地 の 地域 1 に算入

4−2 学生数の増加動向

　次に、都市部に おける人 口 増加 の 抑制 を 目的 と

する両制限法の効果を検証するた め に、学部学生

数の推移を確認する。図 2 は、1958年か ら 1975

年 の 各区城別に学部生数 （制限法の対象である昼

間部 の み）をみたもの である。

図 21958 −1975 年 学生数 の 推移 （区域別 ：人）
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注⊃ 1969、1974 年は データが欠緲 ）ため艷 四年制 ・昼間 ・学部生 の み。

　図 2 か らこ の 期問に 、 学生数が急増 してお り、

制限地域も例外 とはなっ て い ない こ とがわか る。

学 生数の 増加 は 、首都 圏制 限区域で 2．4 倍

（1959・75）、近畿圏制限区域で 1．6倍 （1964−75）、

南関東 4都県非制 限地域で 5．0 倍 （1959・75）、京

阪神非制限地域で 1．8 倍 （1964−75）となっ て い

る。 しか しなが ら、各区域の 学生数が全体に 占め

る割合 （以下、学生数比 率）の変化をみ ると、制

限区域の 比 率は低下 して い る （表 2）。学生数比率

にお い て も都市郊外地域の 増加がみ られ、郊外化

が進んだ こ とを示 して い る。

　　表 21959 ・1975年　 区域別学生数比率

1959年 1961年 1螂年 1964年 1瓢 年 1963年 1970年 1972年 19碑

首鰡 制限鴎 41．2鴇 419艶 42隅 姐．9』 41．3艶 39．隅 372溝 35．7笥 334、
醸 圏制限鴎

一 冒 一 9、a鷲 1嚥 9．3覧 8、3夥 8．臨 7、5覧
醐 黏都県非制馳 填 9．o  8．2〜 B団黯 丁．6覧 9．4冤 1嚥 12．2騙 12．飛 13．3覧
京鰰 非制跟贓

一 π 一 10．靄 10、3覧 112箋 11．7箔 13碼 ］3．丁階
その他の地垓 50．9鴨 498聾 ヰ9．1笛 田．5路 28．躡 29、6、 〕05覧 30．4椏 321覧

注）1963 年以前は、制限飼渡 制定前の ため近畿圏は 「その 他の 地域」 に算入

5 ．おわりに

　 1975年までの 期 間にお い て は、首都圏 ・
近畿圏

ともに都市郊外で の 学部新増設や学生増加が進み、

制限法 の 対象 区域の学部立地数 ・大学生数は そ の

全体に占める割合 が低下して い るこ とが示 され た。

しか し、制限区域にお い て も学生数は 大きく増加

して い る こ とも示 され た
。 都市部における、教室

の 新増設が制限 された中で 学生数が増加は、教育

環境 の 悪化をもた らした可能性が考えられ る。

【引用 文献】大坂谷吉行 「犬学等の郊外立地の現状 と問題 県
一・
南関東

地 域の 場合」 日本都市計画学会 『都市計画 別 冊』 （1979 年）、
末冨芳 「大学立地 改策 は何 を もた ら した の か 東京都所在大学 の 立地

と学部学生数 の 変勤分析 」第 10回日本高等教育学会発表 （2007年）
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